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（株）住化分析センターにおける
技術紹介

（株）住化分析センター

千葉県環境計量協会

平成１７年度 経営問題懇談会

はじめに －千葉事業所の概要－

１．ダイオキシン生物検定法 －Ahルシフェラーゼアッセイ－

２．（株）エンバイロ・ソリューション について

３．BAM試験法による事務機器からの放散量評価について

http://www.scas.co.jp/index.html

（株）住化分析センターの事業概要

千葉事業所の概要

設立 ：昭和51年設立
（当社４番目ラボとして）

組織 ：
６つのラボと１つの開発
センター

千葉市

姉崎地区

袖ヶ浦地区

成田空港

エレクトロニクス
クリーンルームの分析

（酸、塩基、有機、ドーパント、金属）

原材料の分析評価（高純度薬品、ガス）

シリコンウェーハ表面汚染評価

（酸、塩基、有機、ドーパント、金属）

デバイスの評価（表面/断面欠陥、微小

異物）

部材からのアウトガス評価、溶出試験

故障解析、環境試験、非破壊検査

排ガス測定

大気、作業環境測定

住宅環境汚染分析

水質（排水、環境水、飲料水）

土壌汚染・地下水汚染 評価

産業廃棄物測定

環境アセスメント、コンサルタント

化学・工業製品

環境調査・測定

化学品の原材料・製品の分析

(組成分析、構造解析、不純物分析）

高分子材料、フィルムの分析

（物性試験、組成解析、異物解析）

高分子添加剤の分析

高分子材料のアウトガス分析

微細構造解析

ダイオキシン類

Ahレセプター

新規遺伝子組換え細胞

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ
応答配列
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1. ダイオキシン生物検定法

－Ahルシフェラーゼアッセイ
灰試料 簡易法フロー

灰試料 2g

溶媒還流抽出

多層シリカゲル

濃縮・溶媒置換

Ah-Rアッセイ

酢酸超音波

アルミナカラム

濃縮・溶媒置換

灰：ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第２条

第１項第４号の規定に基づき環境大臣が定める方法

（平成17年 9月14日 環境省告示 第92号 第1の3）

前処理比較

灰試料 20g

ソックスレ抽出

内部標準物質添加

多層シリカゲル

アルミナカラム

GC-HRMS

シリンジスパイク添加

灰試料 公定法フロー

灰：特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法

　　　　　　　　　　　　　（平成4年7月3日　厚生省告示第192号）

分取

活性炭ｼﾘｶｹﾞﾙ 活性炭ｼﾘｶｹﾞﾙ

GC-HRMS

アルミナカラム

PCDD/PCDF測定用 Co-PCB測定用

塩酸処理

１晩風乾
液液抽出

前処理4.5日 前処理1.5日

酸処理 抽出 精製
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起眠 継代 継代 継代 継代 継代 継代

測定 (アッセイ)
播種・曝露・測定
アッセイ法の測定には
連続した3日間が必要。

別途、継代が必要。
継代･･･すぐにアッセイ
が行えるように細胞の
体調管理をすること。

3日

播種

測定

曝露

1日

1日

測定

96ウェルプレートに
細胞を植え込む

96ウェルプレート

測定

暴露
前処理済み試料 から一部をとり、
10・100・1000倍希釈液を調製し、
バッファで100倍に希釈し、4ウェルず
つ添加する。

70μL

○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

1000・100・10・1 倍希釈

プレート使用例

測定 (アッセイ)
発光量の測定

プレートリーダー

測定時に“発光基質”
(ﾙｼﾌｪﾘﾝ)を添加。

1プレート毎に標準測定

播種

検量線 (2,3,7,8-TeCDD応答曲線)
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ｙ

ｙの予測値

ｙ = α/(1+β*EXP（-γ*LOG(x)))+δ 2,3,7,8- 濃度
TeCDD pg/μL
STD-0 0
STD-1 0.1
STD-2 0.2
STD-3 0.4
STD-4 0.6
STD-5 0.8
STD-6 1
STD-7 2
STD-8 3
STD-9 4
STD-10 5
STD-11 10
STD-12 20
STD-13 50
STD-14 100

測定

検出下限・定量下限

DMSOコントロールの繰返し測定から
下限値を算出する。 （環境省マニュアル）

DMSOｺﾝﾄﾛｰﾙ 排ガス 灰

検出下限 約0.1pg-TcEQ/μL 約 0.01ng-TEQ/m3N 約 0.003ng-TEQ/g-dry

定量下限 約0.3pg-TcEQ/μL 約 0.03ng-TEQ/m3N 約 0.01ng-TEQ/g-dry

排出基準 5(10)ng-TEQ/m3N 3ng-TEQ/g-dry

基準/30 0.2(0.3)ng-TEQ/m3N 0.1ng-TEQ/g-dry
検出下限･･･3σ
定量下限･･･10σ

従来から土壌汚染調査や一定規模程度の対
策工事を実施し、これまでに全国で500余のサ
イト数の調査事業の実績を有しています。

このたび（2005年11月）、より大規模工事が可
能となるよう特定建設業許可取得の株式会社
エンバイロ・ソリューション（100%:住化分析セ
ンター出資）を発足させました。

工事規模に拘らず調査から大規模な対策･評
価までの一貫実施が可能です。

2. 株式会社エンバイロ・ソリューション
業務内容

土壌・地下水汚染に係る調査から対策・評価まで一貫体制にて対応、
ソリューション事業をご提供します。
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3. BAM試験法による事務機器からの
放散量評価

• 国内外共に人への健康被害の観点から放散量評価の
重要性が増している。

• 企業による製品の環境負荷低減の取り組みが進められ、
環境ラベルの取得はグリーン購入時の基準を示すものと
して重要性が増している。

• 環境ラベルの取得は、電子機器メーカーにとって輸出障
壁となることも危惧されている。

放散量評価の必要性

ブルーエンジェルマーク

ドイツの環境ラベルとして1978年
世界初のエコラベル制度として導入

ドイツ品質保証・ラベル協会(RAL)に
申請され、年1回対象商品を発表

機器から排出される化学物質放散
量評価はBAMから認定を受けた試
験機関の測定結果のみ採用される

BAM : Federal Institute for Materials Research 
and Testing
独連邦材料試験・研究所

エミッション率の許容最大値
～BAM試験法～

--2ｵｿﾞﾝ

--4粉塵

--1.0ｽﾁﾚﾝ

--0.05ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

3110TVOC

ｴﾐｯｼｮﾝ率

自立型の機
器ｽﾀﾝﾊﾞｲ

ﾌｪｰｽﾞ(mg/h)

ｴﾐｯｼｮﾝ率

卓上型の機
器ｽﾀﾝﾊﾞｲ

ﾌｪｰｽﾞ（mg/h)

ｴﾐｯｼｮﾝ率

ﾌﾟﾘﾝﾄ・ﾌｪｰｽﾞ
(mg/h)

物質

試験概念図
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チャンバー設備

20m3ﾁｬﾝﾊﾞｰ 2m3ﾁｬﾝﾊﾞｰ

1m3ﾁｬﾝﾊﾞｰ
’05/10/26 独認証機関
(BAM)の認定取得

問い合わせ先

1. ダイオキシン類生物検定法
－Ahルシフェラーゼアッセイ

東京営業所 近藤 （Tel 03-3257-7201）

2. （株）エンバイロ・ソリューション

（株）エンバイロ・ソリューション 藤本

Tel 03-3257-7208   Fax 03-3257-7220

3. BAM試験法による事務機器からの放散量評価

東京営業所 百瀬 （Tel 03-3257-7201）


